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抄　　録

　専門職の定義に基づくクライテリアを通して看護の専門職性を整理すると，看護実践の基盤となる専
門的知識体系と教育体系に関する問題及び看護実践における自律性の問題を有する．この点について，
看護理論の開発や理論を実践に応用していく場面が増加している現状に加え看護教育の高等教育化が
進展している中において，その改善の糸口が得られつつある．また，看護実践における自律性は，法律
で規定された独占的業務に対して主体的に責任を果たしていく姿勢が必要である．そして，看護職者
個々人のプロフェッションフッドを通して専門性を確立していくことが重要である．また，専門職とし
ての看護を社会に効果的に広報していくことは，看護の有用性と社会への貢献度を高めることになり，
看護の専門職化を促すことにつながる．

キーワード：看護，専門職化，プロフェッションフッド，広報．
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 は じ め に

　����年�月��日午後�時��分，日本におけ
る観測史上最大の大地震が東日本を襲った．死
者・行方不明者を合わせて約������人．痛まし
い現実に声を失う．この地震を受けて看護職者
はすぐに支援を開始した．地震発生�時間後に
は，日本赤十字社の�����（���������	�
�����
����������	
���）と救護班が派遣され，日本看
護協会も災害対策本部を立ち上げ，災害支援
ナース派遣の準備を開始した．今回の東日本大
震災は，����年に起こった阪神・淡路大震災と
は異なり，一般ボランティアの早期からの活動
が制限され，まずは専門職者による救護と災害
支援が優先された．看護職者は重要な専門的支
援者として災害看護活動を現在も精力的に展開
している．
　古くから，災害時の看護活動は，看護の職業
化・専門職化に大きな影響を及ぼした１）．明治期
の濃尾大地震，三陸大津波における看護活動
は，当時の新聞に大きく取り上げられ，看護と
いう職業の社会的認知を高め，社会に有用な仕
事としての地歩を固める契機となった．そし
て，阪神・淡路大震災における看護活動は，単
なる「活動」に終わらず，災害直後から中長期
における多くの体験から災害時に必要とされる
看護のナレッジとスキルの取り出しが丁寧にな
され，「災害看護学」という学問分野の成立を促
した．現在，災害支援ナースの育成と登録が全
国で行われている他，災害看護学の教科目化，
災害看護学会の発会等，教育と研究が盛んに行
われている．
　この災害看護活動の中に，専門職としての看
護の典型を見ることができる．すなわち，災害
看護学という独自の専門的知識・技術に基づく
活動の担い手であること，これら知識や技術は
不可欠かつ代替不能であること，長期の教育訓
練を必要とすること，そして何よりも，人々の
安寧と公共の利益に直接的に貢献する活動であ
ることである．被災地のみならず，医療ニーズ
のある場では，どこでも看護職は人々から紛れ
もない「専門職者」として見なされる．しかし，

看護職者は今でも「看護は専門職か」の問いを
自らに発する．その心性の裏には，社会との関
わりの中で看護の役割をきちんと点検したいと
いう思いと職業としてさらなる発展を目指した
いという意向があるのだろう．本稿でもこの
「看護は専門職か」の問いを受けて，従来から研
究されている専門職の準拠枠に基づく看護のプ
ロフェッション性の整理と看護職のさらなる発
展のために何が必要とされているかについて言
及したい．

 看護の専門性に関する議論

　専門職とは何か．この問いに対して，多くの
社会学者が半世紀以上前から議論を重ねてき
た．それらの多くは専門職の特性やクライテリ
アを列挙する形で専門職の定義を説明してい
る．そして，研究者間で概ね合意が得られてい
る専門職の定義として次の�項目が挙げられて
いる２）．
①独自の専門的知識・技法に基づく仕事に従事
する職業であること．
②当該職業が使用する知識や技術は長期の教育
訓練でなければ獲得できないものであるこ
と．
③当該職業の実践の基盤となる専門的知識体系
と教育体系を有していること．
④社会の安寧と公共の利益を目指したサービス
と貢献であること．
⑤サービスの提供にあたっては，プロフェッ
ショナルとしての倫理的規範に従うこと．
⑥職務活動において自律性を有すること．
⑦サービスを提供するための能力，倫理的規
範，自律性を維持するための専門職組織と倫
理規定が存在すること．
⑧専門性・倫理性を保証する免許や認定の制度
を備えていること．
⑨当該職業領域には独占的権限が伴っているこ
と．
　西洋の文化圏では医師や法律家，聖職者は上
記の特質を十分備えた完全プロフェッション，
伝統的プロフェッションと呼ばれ，その社会的
威信を確立しているとされている．一方，看護
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職は，専門職として位置づけている論文もある
が，多くは準専門職・半専門職（セミ・プロ
フェッション）に位置づけられ，評価は一定し
ていない．医師や法律家が完全プロフェッショ
ンとして機能しているかは，その実態を見る限
り疑問が残るところであるが，従来の専門職論
では，上記のような理念としての「理想型専門
職クライテリア」に職業を当てはめ，その充足
度合いを見る形で議論が展開されてきた．日本
におけるプロフェッション研究の第一人者であ
る石村は，プロフェッション性の問題をノンプ
ロフェッションかプロフェッションかに区別し
て評価するよりもノンプロフェッションからプ
ロフェッションへという動的なプロセスの中で
とらえることの妥当性について述べている３）．
職業というものを，いくつかの過程を経てプロ
フェッションに「成っていく」―専門職化（プロ
フェッショナリゼーション）の途上にある存在
としてとらえ，その目指すべき要素の達成度合
いによってプロフェッション性を考察するので
ある．このように考えると多くの職業は完全プ
ロフェッションという「彼方」を目指して職業
的努力をしている存在と捉えることが出来る．
そしてその努力のプロセスの中に当該職業の社
会的価値を見いだすことができるのではないか
と考える．
　看護においては����年代からこれらの点検
作業が行われ，何が達成され，何が達成されて
いないかの議論が繰り返されてきた．その点検
を受けて，看護職業団体の活動方針の決定や政
策への提言が行われてきた．一見，専門職とし
て社会的認知を得ていると思われる現在におい
てもこの確認は続けられている．そして，上記
の専門職クライテリアの中で，「当該職業の実
践の基盤となる専門的知識体系と教育体系を有
していること」と，「職務活動において自律性を
有すること」の�点についてクリアすべき問題
を抱えているとされている．
　社会が求める仕事の有り様が変化する中，従
来の専門職クライテリアにとらわれず新しい専
門職像を看護から提起してはどうかとの議論が
ある中においても，これら�点の整理は避けて

は通れない，社会からの根本的な問いかけであ
るように思う．
���．看護実践の基盤となる専門的知識体系と教
育体系
　看護学は，隣接学問分野からの「借り物の学
問」，「遅れてやってきた学問」等と言われてき
たが，ナイチンゲール以降の���年，看護の根
幹を支える基礎理論と中範囲理論，実務を支え
る多くの実践理論を持つに至っている．それら
の理論は看護基礎教育の早い段階から教育さ
れ，臨地実習における患者理解，看護現象の理
解に使用される．先の石村は，初期の看護専門
職論争において，専門職にはクライアントの
ニードを知る技術（診断）とクライアントの要
求を可能な限り充足せしめる具体的活動（治療）
の技術が必要であり，看護にもこれらの技術が
独自性を持って備わることが大切であることを
指摘している４）．
　����年に始まる「看護診断（�����������	�
��������	
�����	��������	�����������）」の開
発とその後の「看護成果（���������	
��
���������	
�����������）」，「看護介入（�����
��������	�
�����
��������������
��）」の類型化
の活動は，まさしく看護における診断と治療の
内容を明らかにしたものである．この「看護診
断―看護成果―看護介入」は頭文字の�をとっ
て��と称され，看護職者の問題解決と意思決
定を支える知識体系として機能している．京都
府立医科大学附属病院においては，電子カルテ
の中にはこの概念が組み込まれ，臨床場面にお
ける専門的な看護活動を支援している．そし
て，この��の背景には看護の諸理論が存在す
る．看護職者にはこれらの理論の深い理解と実
践を通しての点検と批判の活動，そして新しい
実践理論の開発，��への応用が必要とされて
いる．
　次に，看護の教育体系であるが，����年の
「看護師等の人材確保の促進に関する法律」以
降，看護系大学の設立が本格化し，����年には
大学���校，修士課程���，博士課程��を持つ
に至っている５）．看護基礎教育の約��％，看護
師�年課程教育の約��％は，大学・短期大学で

専門職としての看護の現状と課題 ���



行われている．これらの高等教育機関で，専門
職者の素地を作る教育と本格的な研究活動が展
開されている他，看護の専門的な知識と技術を
臨床現場に還元する役目を担う専門看護師の育
成が行われている．看護における高等教育化の
進展が学問の体系化を直接的に証明するもので
はないが，体系化を可能にするインセンティブ
として，アカデミックな環境と資本を手に入れ
つつある．
　このように看護の専門的知識体系と教育体系
の整備は徐々に進んでいるが，優秀な大学教員
の不足や研究者の質の問題，基礎教育と臨床現
場の乖離，看護師の研究活動や生涯学習を阻害
する厳しい労働環境等解決すべき問題は山積し
ている．何より，准看護師養成課程を含む多様
で短期間の養成コースは，理論の開発と実践へ
の応用を志向する「専門職の教育体系」にはな
じまないものである．早急な解決が望まれる．
���．看護における自律性
　自律性とは言うまでもなく，自分で自分を律
することであるが，看護では�つの意味にとら
えられている．「上司や雇用者から専門的判断
及び措置において指図を受けない職業活動上の
自主性（個人の自律性）」と「職業集団として免
許，養成，就業等に一定の自己規制力をもつこ
と（集団としての自律性）」である６）．
　個人の自律性に関して法的な側面を見ると，
保健師助産師看護師法の第�条と第��条で，
「療養上の世話又は診療の補助」は看護師の独占
的業務となっている．よってこれらの業務に関
しては，看護職者は自律的に行動できる．特に
「療養上の世話」は医師の指示なしに看護職者が
自らの判断により実施する業務で，完全に自律
した機能を有する．一方，「診療の補助」は，医
師の指示に従って実施する業務ではある．しか
し，医師の補助をするのではない．診療を受け
る患者の状態や反応を分析し，より安全・安楽
に「診療」が受けられるように援助することで
ある．「診療行為を補助」するのではなく，「診
療」という指示が出たのちの「診療を受ける患
者の反応に対して，補助と称されている看護」
を自律的に実践するのである．

　看護の専門職性を高めるためには療養上の世
話にも診療の補助にも自律性をもって取り組ま
なければならないことは明らかである．しか
し，今を持って入浴や歩行の許可を医師に尋ね
る場面に遭遇する．「自分の判断に自信がな
い」，「自分の判断に保険をかけておく」，「昔か
ら医師に聞くことになっている」等理由はいろ
いろである７）．看護における個人の自律性には
正確な判断力とそれを支える知識と経験，リス
クテイキング，看護ケアの結果への責任が含ま
れる．これらを踏まえて看護本来の責任を果た
して行くべきであろう．
　看護における集団としての自律性は，組織マ
ネージメントやヘルスケアチームの中での位置
づけの低さ，政策策定プロセスにおける発言力
の弱さ等今なお多くの問題を抱えている．この
点に関しては看護職能団体において毎年，議案
として出され精力的な活動がなされている．中
でも，世論形成と社会への説明責任を果たす目
的で戦略的な広報活動が展開されている．看護
が国民のヘルスケアに具体的にどのように寄与
しているのか，資源としての社会的価値は何な
のか，よりよい看護を人々に提供する上で障害
となっている問題は何なのかに関して正確な情
報を広く公衆に伝え，信頼と相互理解を得てい
く中で，集団としての自律性を高めていくこと
は重要である．

 看護職者のプロフェッションフッド

　看護の専門職性を論じる上で，上記のように
その職業自体に含まれる特徴や属性を見るこ
と，言うなれば「外側」からの点検に加えて，
職業に従事する個々人のレベルでの態度的・行
動的側面の特徴を見ていく，「内側」からの点検
も有用であろう．��������	�はこれを「専門職の
一員として個人に備わっている特質―プロ
フェッションフッド」と呼び，看護専門職のメ
ンバー一人一人のプロフェッションフッドを通
してしか看護の専門職性の確立には行き着かな
いと主張している８）．勝原は，日本の看護師の
プロフェッションフッドを構成する要素を�つ
あげている９）．①社会的意義，②最高で最上の
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仕事へのコミットメント，③同僚性・集合性，
④自己実現・自己成長，⑤倫理・道徳規範の遵
守である．
　「社会的意義」とは自分の仕事が役立っている
こと，看護の普遍的な価値や可能性，看護独自
の機能や役割を認識することをいう．患者や家
族から感謝の言葉をもらったり，健康回復に看
護が活かされたと実感することがこれにあた
る１０）．「最高で最上の仕事へのコミットメント」
とは，自分が持っている知識・技術を量的にも
質的にも最善を尽くして提供することである．
一生懸命に仕事をすることである．「同僚性・集
合性」における同僚性とは，看護師として仲間
意識を持ち，相互に高めあい尊重していくこと
をいう．集合性とは一人ではできないことも力
を合わせ，集団となって成し遂げようとするこ
とである．「自己実現・自己成長」とは看護の仕
事を通して人間としての成長や自分らしさの維
持につながっていると感じることである．「倫
理・道徳規範の遵守」とは，字句通り，敬虔な
態度や人間尊重を重んじる姿勢のことである．
　いずれの要素も看護に携わる者にとっては納
得のいく内容である．「職業」の価値はそこに従
事する人間のパフォーマンスを通じて形成され
る．看護の価値と専門性の体現は看護職者個々
人の中にある．看護をどのように認識し，いか
に仕事にコミットメントしているか，そして仕
事が自己の成長にどのように寄与しているかを
看護職者自身が認識することは，職業的な自己
実現とその結果としての看護の質の向上につな
がっていくものである．自己のプロフェッショ
ンフッドの自覚と看護実践とが結びつくキャリ
ア形成支援は，看護の専門性を確立する上で重
要である．

 看護の専門職化を促進する看護広報

　最後に「専門職としての看護」を社会に効果
的に伝えていくことの重要性について述べた
い．���������と��������	は，「看護における美
徳の強調を超えて―看護は知識を要する仕事で
あるという認識を作る」という論文において，
優しさや温かさ，倫理性，白衣の天使像といっ

たメンタリティ偏重の看護キャンペーンがアメ
リカで繰り返された結果，旧態然とした看護の
イメージが社会に蔓延していった経過を述べて
いる．また，看護職者自身もその社会的イメー
ジを引き受け，再び社会に発信するというネガ
ティブなフィードバックループができあがって
いる現状を指摘している１１）．その結果，医療費
削減の厳しい施策が続くアメリカにおいて，
「心や優しさ」は真っ先に削除される対象とな
り，看護師を大幅に削減する医療政策を後押し
することになったと分析している．そして，看
護の真の姿であり，看護の専門性を形作る「知
識」を強調していくことの重要性を強調してい
る１２）．
　専門性の第一の要件はその知識と技術の高度
性・不可欠性と代替不能性である．看護の場合，
それらは一般の人には見えにくいという特徴を
持つ．「療養上の世話」は，日常生活の延長線上
にあることから誰しもが容易にできる行為に映
る．「診療の補助」は，医師の指示のもとに行う
ことから，医師の補助者として患者の目に映
る．いずれも複雑な臨床判断と熟練，理論，エ
ビデンスの蓄積による行為であるが，看護の知
識と技術を意図的に語らない限り他者には理解
してもらえない．看護の「無形性」あるいは
「生産と消費の同時発生」のため，真の仕事内容
が理解しにくいという「可視性」の問題を看護
は抱えている．その意味から，看護の知識・技
術，価値が見えるように一般の人々に伝えてい
くこと―看護広報をきちんと行っていくことが
重要であろう．
　看護の専門性を戦略的に広報することは，看
護は何ができるのか，どのように利用してもら
うと良いのかを伝えていくことになる．社会が
看護の仕事を正確に知ることは，看護の利用可
能性を高めることになり，看護の有用性と社会
への貢献度を高めることになる．ひいては看護
の専門職化を促す力となっていく．
　そして広報の内容として，看護を「正確に，
可視化できるように伝える」ことが大切であろ
う．ユニークな例として，����年にカナダのブ
リティッシュ・コロンビア看護師組合が看護の
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重要性を市民に説明するために制作したポス
ターを示したい（図�）．
　病院食のゼリーを食べようとしている男性患
者のベッドサイドに看護師が微笑みを浮かべて
立っている．そのポスターのキャッチコピー
は，「��������	���

�
�����������	
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����
���

����������	
���

�����
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�����������	
�����������

�����������		
		�
��	」である１３）．
　「男性患者は病院で出されるゼリーの話をし
ているだけだと思っています．しかしこうした
会話をしている間にも，看護師は���近くのア

セスメントをしています．これ以外にも，看護
師は患者が病棟に来るまでの間に���を超える
アセスメントをしています．こうした評価の�
つが患者の回復をもたらし，何かを見逃せば患
者の悲劇につながります．看護師が患者のケア
を行わなかったら，患者の健康に影響を与える
重要な情報も得られなくなります．看護師は重
要な仕事をしています．これは紛れもない事実
です．（中略）看護師は，緑色のゼリーを作る専
門家ではありませんが医療には欠かせない専門
家です．」
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図���　看護の価値を伝えるポスター
　　　（����������	�
����������������������������	���
�����	��������）



 お わ り に

　以上，看護の専門職性の現状と課題について
述べてきた．看護が職業として成立して以降繰
り返されている「看護とは何か」，「看護は専門
職か」，「専門職になるためには何が必要か」の
自問は，職業としての発展を確認する機会で
あった．同時に，社会への責任として解決すべ

き課題を認識する機会でもあった．このような
自問を真摯に続ける中で，看護の独自性を踏ま
えた新しい医療専門職者像と「医のプロフェッ
ショナリズム」を看護から発信できるのではな
いかと考えている．
　貴重な論考の機会を与えていただいた白山武
司先生をはじめ関係各位に厚く御礼を申しあげ
たい．
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